
○障害者福祉等専門分科会の委員構成（令和５年５月23日時点）
選　出　団　体　等 氏　名

1 学 委員 尼崎市歯科医師会 井　上　俊　明

2 社 知的 専門委員 尼崎市心身障害児（者）父母連合会 鳥　居　祐　紀

3 社 専門委員 尼崎市社会福祉協議会 浦 田　由紀子

4 社 聴力 専門委員 尼崎市身体障害者連盟福祉協会 岩　本　吉　正 ● 計画策定部会の委員構成
5 学 委員 兵庫県立阪神特別支援学校 小　俵　千　智 選　出　団　体　等 氏　名

6 社 委員 社会福祉法人福成会 柏　原　敏　昭 1 学 委員 ■ 滋慶医療科学大学大学院 狩　俣　正　雄

7 学 委員 ● 滋慶医療科学大学大学院 狩　俣　正　雄 2 学 委員 □ 兵庫県立大学大学院 木　下　隆　志

8 社 精神 専門委員 あまかれん（尼崎市精神福祉家族会連合会） 河　上　紀　子 3 社 委員 社会福祉法人福成会 柏　原　敏　昭

9 学 委員 兵庫県立大学大学院 木　下　隆　志 4 社 知的 専門委員 尼崎市心身障害児（者）父母連合会 鳥　居　祐　紀

10 社 専門委員 尼崎市難病団体連絡協議会 小　山　昇　孝 5 社 聴力 専門委員 尼崎市身体障害者連盟福祉協会 岩　本　吉　正

11 社 肢体 専門委員 尼崎市身体障害者連盟福祉協会 髙　尾　絹　代 6 社 精神 専門委員 あまかれん（尼崎市精神福祉家族会連合会） 河　上　紀　子

12 社 専門委員 尼崎市民生児童委員協議会連合会 富　田　正　行 7 社 難病 専門委員 尼崎市難病団体連絡協議会 小　山　昇　孝

13 社 視覚 専門委員 尼崎市身体障害者連盟福祉協会 広　部　景　子 8 社 肢体 専門委員 尼崎市身体障害者連盟福祉協会 髙　尾　絹　代

14 学 専門委員 尼崎雇用対策協議会 藤　井　克　祐 9 社 視覚 専門委員 尼崎市身体障害者連盟福祉協会 広　部　景　子

15 学 委員 ○ 関西学院大学 松　岡　克　尚 10 社 発達 専門委員 NPO法人ピュアコスモ（兵庫県自閉スペクトラム症児・者・親の会） 水　谷　素　子

16 社 発達 専門委員 NPO法人ピュアコスモ（兵庫県自閉スペクトラム症児・者・親の会） 水　谷　素　子 11 社 重身、肢児 専門委員 尼崎市心身障害児（者）父母連合会 守　部　美枝子

17 社 重身、肢児 専門委員 尼崎市心身障害児（者）父母連合会 守　部　美枝子 ※■は部会長、□は副部会長

18 学 専門委員 尼崎市医師会 吉　田　和　久

●は会長、○は副会長

令和５年度尼崎市障害者福祉等専門分科会における「計画策定部会」の委員構成案

区分

区分

計画策定部会と委員の選任について
（１） 当該部会の設置については、協議事項について集中的かつ効率的な審議を目的としていることから、原則、１０名前後の委員構成とする。
（２） 当該部会の委員については、次の①～③の考え方より選考している。

① 会議の円滑な進行等を確保するため、学識経験者（大学教授）から部会長と副部会長を選任する。

② 障害福祉サービス等の必要な見込量等について審議するため、当事者団体から選出されている専門分科会委員を全て部会員として選任する。
③ 障害福祉サービス等の確保の方策等について審議するため、サービス事業所の関係者である専門分科会委員（１名）を部会委員として選任する。

（３） 当該部会に参画しない専門分科会委員に対しては、部会資料等を送付するなどし、協議経過等の共有を図る。

資料３


